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大阪府立藤井寺支援学校 

災害時における事業継続計画（ＢＣＰ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 

Ⅰ．児童生徒、教職員の生命の保持、心身の健康と安定および安全を確保する。 

Ⅱ．確実な保護者への引き渡しを行う。 

Ⅲ．正確な情報を収集し、迅速な判断を行う。 

Ⅳ．教育活動の早期再開をめざす。 

Ⅴ．避難所の運営補助 

 

 

生きよう のびよう 

手をつなごう 
 

作成 ： 危機管理推進係 

Vol.4  【令和 7 年５月 改訂版】 



2 

 

 

「大阪府立藤井寺支援学校 災害時における事業継続計画」は、生駒断層帯地震（直下型）および南

海トラフ地震（海溝型）の発生を想定して（下記枠内参照）、本校における災害時対応の基本方針として

作成しました。その時が訪れた際に、児童生徒、教職員一人一人の生命保持、心身の健康と安定および

安全の確保を最優先として行動し、学校内での混乱を最小限に抑え、可能な限り早期の学校再開に向け

ての取組みを進めていくための方針をまとめました。 

 今後、さらに深めていくために方針に沿った避難訓練、職員防災研修の実施、また関係する分掌および

各学部学年においての検討、または情報の共有を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※震度 6 強とは 

・立っていることができず、はわないと動くことができない。 

・固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。 

・壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する建物が多くなる。補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる。 

 

 

 

 

 

想定シナリオ
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・地割れが生じることがある 
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１．災害時対応業務と体制について  
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 １－１ 災害対策本部体制  

 

分 担 職名 分 担 職名 

本部長 校長 

本部員 

指導部長 

保健部長 

総務部長 

教務部長 

小学部 部主事 

中学部 部主事 

高等部  部主事 

副本部長 

（本部長代理） 

教頭2名 

事務長 

事務局 
首席 

指導教諭  主査 

 

 

１－２ 教職員の配備体制および配備人員 

 
 

配  備 体  制 配備人員 摘         要 

 

（非常１号） 

 

配備体制 

通信情報活動

を実施する 

体制 

配備員は置かない 

ア 災害発生のおそれがある気象予報等により通信情報活動の必要があるとき 

イ 府域において震度４を観測したとき 

ウ 府域及びその周辺において災害等となるおそれのある大規模な事故等発生の情報に

より、通信情報活動の必要があるとき 

 

(非常２号) 

 

配備体制 

災害応急対策を

実施する 

体制 

災害対策本部員 

（上記表メンバー） 

ア 防災・危機管理指令部が災害情報により災害が発生したと判断したとき 

イ 府域において震度５弱又は震度５強を観測したとき 

ウ 指令部が災害等の情報により府域及びその周辺において大規模な事故等による災

害等が発生したと判断したとき 

 

（非常３号） 

 

配備体制 

府の全力をあげ

て災害応急対策

等を実施する体

制 

全  員 

ア 防災・危機管理指令部が災害情報により大規模災害が発生したと判断したとき 

イ 府域において震度６弱以上の震度を観測したとき（自動配備） 

ウ 指令部が災害等の情報により府域及びその周辺において社会的影響が大きいと認め

られる程度の大規模な事故等による災害等が発生したと判断したとき 

エ 府域に特別警報（大津波警報を含む）が発表されたとき 

 

＊教職員は、勤務時間外において事故・災害が発生したとき、若しくは発生するおそれがあることを察知したとき、 

または配備体制の指令があったときは、病弱者、その他特別の事情がある者を除き、自宅および家族の安全を確保した

上ですみやかに学校に参集する。  
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１－３ 指揮系統  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③事務局(首席、指導教諭) 

①本部長(校長) 

②副本部長(教頭 事務長) 

首席  部主事 主査 指導部長 保健部長 総務部長 

④
情
報
管
理 

(

研
究
情
報
教
育
部
・
文
化
部) 

⑤
避
難(

指
導
部
・
進
路
指
導
部
・
学
年
担
任) 

⑦
施
設
点
検 

(

事
務
室 

技
能
員) 

⑨
物
品
管
理
・ 

搬
出 

(

総
務
部 

事
務
室 

教
務
部) 

⑥
巡
視
・ 

捜
索 

(
指
導
部 

担
当
教
員
６
名) 

⑬
避
難
所 

 

⑫
保
健
衛
生 

(

保
健
部
・
自
立
活
動
支
援
部) 

⑧
救
護 

(

養
護
教
諭 

看
護
師 

保
健
部) 

⑩
食
糧 

(

栄
養
教
諭
・
調
理
員
・
保
健
部
・
総
務
部) 

教頭・首席 

 

⑪
受
付 

(

教
務
部) 

教務部長 

勤務中 

意思決定者順位については上記表より A → F とする 

意思決定の手順 

  ・在校している職員の内、意思決定者順位で最上位の者が判断する。 

＊連絡が取れる場合は、順位上位者より指示を仰ぎながら対応する。 

  ・判断した内容、判断した者の名前（協議者の名前）、判断した日時について記録に残す。 

  ・事後、すみやかに管理職に連絡し、承諾を得る。 

  ・二次災害を防止し、児童生徒・教職員の安全を確保することをもって判断する。 

A 

E 

D C 

F 

B 
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※フェーズごとの参集可能な職員数は、毎年の教職員緊急時アンケートより、管理職で把握 

 

 

 

【職員過不足状況】 

➢ 大きな過不足はないが、フェーズ４以降は状況によって過不足が生じる可能性もある。 

【確保対策】 

➢ 災害発生から発災後３時間までに必要な職員確保のため、職員は公共交通機関が停止している場合は、可

能な限り自転車によって参集する 

➢ 発災後数日間は交代要員の確保が容易ではないと想定されるため、長時間勤務に備えて可能な範囲で休憩

等を取る。 

 

フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４ フェーズ５ フェーズ６ 

      

通勤中・勤務外 

本部長 

副本部長 

情
報
管
理 

 

施
設
点
検 

安
否
確
認 

（
児
童
生

徒
・
教
職

員
） 

フェーズ１ 

（２０名） 

フェーズ２ 

（４５名） 

フェーズ３ 

（６０名） 

フェーズ４ 

（８０名） 

フェーズ５ 

（９５名） 

フェーズ６ 

（120 名） 

フェーズ３以降は、状況に応

じて勤務中の体制に準じて

組織を整えていく。 

フェーズ 

（必要人数） 
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１－４ 災害時における危機対応の分担と業務内容 

 
分 担 業 務 

① 
本部長 

(校長) 

□全体統括、意思決定と指示 

□教育庁及び市町村防災担当との連絡調整(一般避難者受け入れ・物資

受け入れ) 

□校内災害状況の把握と対策の決定・指示 

□消防機関、医療機関等関係機関との通信手段の確保と協力要請 

□余震に備えての児童生徒、教職員の安全確保 

□当面の職員体制の決定と調整(宿泊付き添い等) 

② 
副本部長 

(教頭・事務長) 

□児童生徒や教職員の安全管理面での全体調整と統括、現場の状況把

握 

□通学バス関係の対応の指示 

□必要に応じ、非常時持ち出し書類の搬出準備 

□地域との連携 

□取材対応 

③ 
事務局 

(首席・指導教諭) 

□災害規模や交通・通信手段、ライフラインの被害状況などについての情

報収集と整理・分析 

□通学バスからの情報収集 

□対応事項、決定事項、変更事項等の記録 

④ 

情報管理 

(首席・研究情報教育部 

文化部) 

□使用可能な情報機器・ネットワーク回線の確認と周知 

□学校安全安心メールの配信、未登録保護者への情報発信 

□避難者への情報提供 

⑤ 

避難 

(部主事・指導部・進路指導

部・自立活動支援部・学年

担任) 

□児童生徒の安全な避難誘導と保護、避難場所設置 

□児童生徒の宿泊待機場所の整備 

□児童生徒の安否確認 

⑥ 
巡視・捜索 

(指導部・教員６名) 
□1 次避難完了後における行方不明児童生徒の捜索および初期救助 

⑦ 
施設点検 

(事務室) 

□火災の初期消火 

□各校舎の倒壊・破損場所の確認報告 

⑧ 
救護 

(養護教諭・看護師・保健部) 

□負傷者の応急処置及びその記録 

□児童生徒の薬の管理 

□児童生徒の健康確認 

□救護用テントの設置 

⑨ 
物品管理・搬出 

(教務部・総務部・事務室) 

□災害時備蓄品の管理、保全、配布(防災倉庫の開錠と管理) 

□職員室・事務室等より非常持ち出し品の搬出及び管理 

□児童生徒の非常用持ち出し袋の搬出及び管理 

□救援物資の調達受け入れ管理配給 
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市役所職員が到着するまで～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 
食糧 

(保健部・栄養教諭・調理員) 

□児童生徒教職員用非常食の搬出、配布管理 

□非常食のアレルギーチェック 

□保護する児童生徒への食事準備、提供 

⑪ 
受付 

(教務部) 

□保護者及び外来者の受付・引き渡し場所の設置 

□児童生徒の引き渡し業務の統括、記録、残留人数の管理 

⑫ 
保健・衛生 

(保健部・自立活動支援部) 

□健康相談及び医療機関との連携 

□要支援者の相談対応及び支援 

□トイレ、ゴミ対策等避難者の衛生管理 

⑬ 
避難所 

(教頭・首席) 

□避難所開設の指示があった場合の運営補助 

各エリアの設置および立ち入り禁止区域の設置、避難者の名簿作

成、避難所運営の記録等、地域からの避難者対応、一般避難者及び

卒業生への対応、出入りのチェック及び人数の把握、宿泊避難者の

避難場所管理、ボランティアの受け入れ 等 
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２．災害等発生後の対応について 
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２－１ 自然災害等による学校の対応について(保護者向けプリント R７．４版より) 

 

ῺḀ  

ᵩ◗ ỖỖ ᶡ֜ Ậ וֹ ᴃ

ᴃ ῺḀ 

◗ 17 Ỗ 7 Ỗ 30 ᶡ֜ Ậ וֹ

⁴ ἥˀῲ ⁴ − ῺḀ 

 

ᶡ֜ Ậ ᴾẬ ῆᴾẬ ˽̜ Ậ ˜ồẬ Ậ 

     ΐ Ậ ṜӴẈẬ Ẫאל ΐ ╤ꜙ║Ṝֹו 

ỖҶԃ  

 

Ϲ ̓ᶺ ặ  

 

ˀͮ ῺḀ Ϲᶡ ˢ⌂ “ ᶡHP  

ᶡᵭ ᴃ ᴃ ⁴ ἥˀῲ

⁴ ᶡ֜ − ῺḀ 

 

ῲҊ ῺḀˀϑ ʸ☺ϯ ͵ ♄ Ὼ

Ḁ 

Ϲ ̓ᶺ ặ ᵶἐ

ᴈ  

 

 Ӳ ῲҊˀϑ

͒

 

 

ṉ ᵺ ḥ ố − ʸ☺ ᶡ ᵶἐ ῺḀ ố − ᶡ

Ϲᶡ  

ҁῨ Ӳ һ ͮᶡỖḈ ꜙ ♄ Ϲᶡ Ԝһ ὢ ˋ

ѩ  

 

 

お迎えの場合は、手続きに必要な

ため、必ず「災害時引渡しカー

ド」を持参ください。 
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（ア）災害等の状況を校内報知により教職員が把握するとともに、児童生徒に周知し、全児童生徒お

よび、全教職員の安否を確認する。 

  （イ）状況に応じて授業を中止し、避難誘導の措置を迅速かつ的確に行う。 

  （ウ）避難させる場合は、避難経路、避難場所、危険物等を的確に指示し誘導する。通常の避難経路

が進めない場合に備え、別ルートを検討しておく。 

（エ）校区（八尾市・柏原市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・河内長野市・大阪狭山市・太子

町・河南町・千早赤坂村）のいずれかの地域に震度５弱以上の地震が発生した場合は、通学バ

スの運行を中止とする。保護者が迎えに来るまで児童生徒を保護する。 

（オ）その他の場合で、学校が安全確保のため何らかの措置が必要と判断した場合は、速やかに一

斉メール等を通じて各家庭へ連絡する。通学バスの運行が不可能になった場合は、保護者が

迎えに来るまで児童生徒を保護する。 

（カ）避難及び下校に際しては、必要に応じ管理職が警察署・消防署等の公的関係機関に連絡し、協

力を求める。 

 

 

 

                                

   

 

（ア）台風襲来などが前日に予想されるとき、校長は状況に応じ、児童生徒下校時に翌日の登校に 

ついて適切な指示を与える。また、状況に応じ教育庁が報道機関を通じて指示することがあ 

るので、午前６時または７時のニュースには特に注意する。 

  （イ）午前７時現在、校区のいずれかの地域に特別警報（全ての種別）および暴風警報が発令されて 

いるときは、通学バスの運行を中止し臨時休業とする。 

  （ウ）前日午後5時～登校までに、校区のいずれかの地域に震度５弱の地震が発生した場合は、通学 

バスの運行を中止し臨時休業とする。 

     午前７時以降に発生した場合は、自宅での待機とする。 

  （エ）その他の場合で、学校が安全確保のため臨時休業等の措置が必要と判断した場合は、一斉メ 

ール等を通じて各家庭へ連絡する。 

 

 

 

 

 

在校時の措置 

登校前の措置 
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２－２ 発災時の状況チェックリスト 

発災後の状況により、次の状況チェックリストを満たした場合は、復旧作業と通常業務への切り替えを

実施する。リストを満たさない場合は大規模災害対応へ移行する。 

 

区分 状況判断基準 

人
的
状
況 

□児童生徒全員の安否が確認できているか？ 

□教職員全員の安否が確認できているか？ 

□出勤可能な教職員による体制で教育活動が可能か？ 

□避難所対応が可能な体制を構築できるか？ 

物
的
状
況 

□建物の内・外壁に崩落の危険性はないか？ 

□児童生徒の活動により損傷が拡大する箇所は把握しているか？ 

□危険箇所を回避した動線が設計できるか？ 

□危険箇所への侵入を防ぐ安全措置が取れているか？ 

□電気は通っているか？ 

□ガスは通っているか？ 

□水道は機能しており、濁りや混入物等の衛生上の問題はないか？ 

社
会
状
況 

□通学経路に倒壊の危険性のある建物はないか？ 

□通学バスの運行経路の安全確認はできているか？ 

□児童生徒宅から通学バス停までの安全確認はできているか？ 

□周辺地域の避難状況は改善してきているか？ 
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児童生徒の不安を緩和するよう

に落ちついて声をかける 

・指示は落ち着いて伝える 

・常に児童生徒の表情や状態に

気を配り、変化がないか確認

し続ける 

２－３ 在校時 地震発生時における対応の流れ 

教職員の対応            児童生徒への指示等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊
急
地
震
速
報
の
受
信 

揺れに備える 安全確保 

避
難
・
安
否
確
認 

地
震
発
生 

揺
れ
が
お
さ
ま
る 

避
難
後
の
対
応 

管理職 
・本部セットの持ち出し準備 
教職員 
・避難経路の確保（ドアをあける） 
・火災等の二次災害の防止 
・自身の身の安全の確保（ヘルメット着用等） 

・頭部確保の指示 

・物が「落ちてこない」「移動し

てこない」「倒れてこない」場

所に移動する指示 

・車椅子の固定を確認 

・縦の強い揺れ、長時間の揺れへ

の注意 

教職員 
・避難経路の確保（飛散ガラス等の除去等） 
・避難前に人員確認(避難途中での行方不明防止) 
・一次避難行動指示 
・冷静に避難誘導を開始 

安全確認と迅速な避難 

 

教職員 
・児童生徒、教職員の人員点呼 
・児童生徒及び教職員の安否
確認 

避難班 
避難経路の誘導 

避難待機場所確認：教室 体育館 運動場等 

巡視・捜索係 
行方不明者捜索開始 

救護係  
・負傷者の確認と、けが人に対
しての応急手当を施す 

・必要に応じて医療機関との
連携を対策本部に依頼する 

ṉϓ ṭ  
対策本部設置 

教職員  
・児童生徒見守り 
 （子どもの変化に留意） 

・児童生徒の待機場所決定の指示

に従い、誘導 

・余震への注意 

・落下物に触れないように注意を

促す 

・全体統括、意思決定と指示 
・情報収集(災害の状況、校
舎の被害状況等) 
・児童生徒の待機場所の決
定(教室、体育館、運動場
→テント設営、校舎内避難
→移動先の教室の指示) 

施設点検係 
・火災発生時は初期消火 
・施設の被害状況を確認 
・画像撮影及び危険箇所に立
ち入り禁止措置を行う 

・被害状況を総合的に判断
(状況チェックリスト P.1０)
し、授業再開または打ち切
り、帰宅方法について決定
を下す 
・対応措置について、教育庁
に報告する 

不在児童生徒の安否確認 
 
・校外学習・修学旅行等 

 → 部主事ならびに教頭 
 
・実習等参加生徒→ 進路人権部 
 
・訪問生 

→ 教頭(和らぎ苑、すくよ
か)各担当(在宅) 

 
・欠席児童生徒 → 各担任 
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・指示は落ち着いて伝える 

・常に児童生徒の表情や状態に

気を配り、変化がないか確認

し続ける 

・待機場所での児童生徒の安全

確保、保護を務める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「お」・・おさない 

「は」・・はしらない 

「し」・・しゃべらない 

「も」・・もどらない 

授業再開 
通常下校 

・順次、各教室に戻り授業を再開 

・余震には十分注意する 

授業打ち切り・保護者引き渡し決定 

避
難
後
の
対
応 

受付係 
・受付設置準備 

食糧係 
ギャラリーより食料
を搬出、および準備 

保護者引き渡しの実施 P.２５ 

受付係 
・受付場所決定し、受付
対応 

・1時間おきに引き渡し
状況を対策本部に報告 

・引渡し状況に時間差が生じた

場合、児童生徒の不安に対して

精神的ケアに努める 

・宿泊対応の際は、児童生徒の不

安を緩和するような声かけ等

を続ける 

・余震への注意 

 

・児童生徒の健康観察等を行い、

必要に応じて対応を講じる 

 

̱ ʥ   

→ 救護係と連携して対処する 

 

Ⱳ ʥὄὑ  
→ 別室対応または、個人の持 

ち出し品(心の安定を図るグッ 

ズ)の活用 

【待機児童生徒への対応】 

 待機場所：体育館・各特別教室・各ホームルーム 

 

・避難所係と食糧係と物品管理・搬出係 

ギャラリー及び備蓄倉庫より、連携し必要物資を搬出 

・食糧係 食事の準備を行い、児童生徒および教職員に提供する 

・避難係 発電機の稼働・毛布等を児童生徒に配付 

・救護係 必要な児童生徒に対して服薬の管理を担任と連携して 

行う  
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児童生徒の不安を緩和するよう
に落ちついて声をかける 

２－４ 校外時（校外学習・宿泊学習・修学旅行等） 地震発生時における対応の流れ  

引率教職員の対応       児童生徒への指示等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊
急
地
震
速
報
の
受
信 

揺れに備える 安全確保 

安
否
確
認
・
避
難 

地
震
発
生 

揺
れ
が
お
さ
ま
る 

避
難
後
の
対
応 

全引率教職員 
・避難経路の確保（ドアをあける） 
・火災等の二次災害の防止 
・自身の身の安全の確保 

・頭部確保の指示 
・物が「落ちてこない」「移動し
てこない」「倒れてこない」場
所に移動する指示 

・車椅子の固定を確認 
・縦の強い揺れ、長時間の揺れへ
の注意 

全引率教職員 
・避難経路の安全確認 
・人員点呼（避難途中での行方不明の防止）  

行事主担→引率責任者 
・避難場所へ誘導（企画立案段階で確認しておく） 
・冷静に避難誘導を開始 

全引率教職員 
・交通機関（公共交通機関を含む）を利用時は、乗務員の指示、放
送による指示、誘導に従う 

・施設等利用時は、施設係員の指示および誘導に従う 
・強い揺れ、長時間の揺れを感じた時に、津波を想定し、津波警報
の発表を待たずにすぐに避難を行う。（沿岸部にいる場合） 

・山中での活動時は、崖崩れ、落石に注意をする 

安全確認と迅速な避難 

 

 
全引率教職員 児童生徒及び教員の安否確認 
看護師・養護教諭 負傷者がいる場合、応急手当を施す 
引率責任者 
・必要に応じて地元公的機関への救護要請を行う 
・避難後、状況（児童生徒および教職員の安否情報、避難場所等を
伝える。必要に応じて地元の人から情報を入手する。）を学校に
連絡する（携帯電話・メールにて） 

・現地緊急対策本部設置(引率責任者、行事主担等) 
校内災害対策本部  
・協議の上、現在地での待機・切り上げての帰校等の判断を行う 
・学校から保護者への連絡(一斉メール、電話等) 
・教育庁に報告し、指示を受ける 
・想定している手段を講じて決定内容等を引率責任者に周知する 
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２－５ 休日および夜間 地震発生時における対応の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊
急
地
震
速
報
の
受
信 

揺れに備える 安全確保 

避
難
・
安
否
確
認 

地
震
発
生 

揺
れ
が
お
さ
ま
る 

・避難経路の確保（ドアをあける） 

・火災等の二次災害の防止 

・自身の身の安全の確保 

・家族等周辺の人に安心させるこえをかけ続ける 

安全確認と迅速な避難 

 

・家族等周辺の人の安全確認 

・自宅内および所在地の避難通路等の安全確認 

・非常用持ち出し袋等の携行準備 

・交通機関（公共交通機関を含む）を利用時は、乗務員の指示、放送による指示、誘導に従う 

・見学施設等利用時は、施設係員の指示および誘導に従う 

・宿泊施設利用時は、施設係員の指示および誘導に従う 

・強い揺れ、長時間の揺れを感じた時に、津波を想定し、津波警報の発表を待たずにすぐに 

高台等の高所へ避難を行う。（沿岸部にいる場合） 

 

・所在地の指定された避難場所に率先してすみやかに移動 

・家族等の安否確認 

自宅および家族の安全を確保した上ですみやかに学校に参集 

・「教職員配備体制」に基づいて参集 

・府域において震度 5弱または 5強の震度を観測 → 災害対策本部メンバー 

  ・府域において震度 6弱以上の震度を観測  → 全職員 

・自らの安全の確保した上での災害対策業務にあたる 

・所在地にて、津波警報等が発表されている時は、解除するまで避難場所にて待機 

学
校
へ
参
集 

災害対策本部
を設置 

・被害状況等の情報収集 

・児童生徒、教職員の安否確認 

・情報管理班は、被災状況および今後の対応について、想定してい

る手段を講じて校外の教職員に周知する。 

★【持参するもの】 

モバイルバッテリー 

タオル マスク 軍手 

着替え 食料 寝袋・・ 
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２－６ 通学バス利用時(登校・下校等) 災害発生時における対応の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

＜対策本部＞対応を検討 

＜教頭＞一斉メールで対応を連絡 

＜首席＞バスに対応連絡 

※乗車前の生徒は、乗車しない 自宅待機 

※バスは、通学バス避難場所等、安全確保で

きる場所で待機 

 

登校便 

登下校便とも 

＜教頭＞ 

一斉メール配信でバス遅延連絡入れる 

通常運行不可

能 

運行一時停止    児童生徒の状況把握 

通常運行可能 

学校に連絡 072-973-1313 

現在地 道路状況 児童生徒の状況 

 

自然災害 発生 

※震度５以上の 

場合は運行停止 

学校 災害対策本部招集 

・通学バスに、通学バス避難場所等安全に待機できる場所で待機するよう指示 

・通学バスの安全運行状況について確認 

・子どもの安全確保状況について確認、検討 

・『藤支通学バス運行可能判断基準』を参考にバス運行について検討 

＜校長＞①今後の方針を決定 

＜教頭＞①一斉配信メール  

＜首席＞②現場の状況に関する情報を集める ③バス乗務員との連絡やりとり 

☆ 1 名記録者となり、記録をとる 

下校便 

＜対策本部＞対応を検討 

＜教頭＞一斉メールで対応を連絡 

＜首席＞バスに対応連絡 

※バスは、通学バス避難場所等、安全確保

できる場所で待機 

自宅待機 
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２－７ 単独自主通学生の対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

２－８ 各場面における教職員の指示と行動  

 

 教職員の指示と行動 

登下校中 

・通学バス乗車中の児童生徒の安否を確認する。安否の結果は、一斉メール等で保護者に伝える。 

・保護者に、安否確認および学校の対応について連絡(一斉メール等によるＨＰ災害時連絡フォー 

ム入力)する。 

・通学バス乗車前の児童生徒の安否は、ＨＰ災害時連絡フォーム等で追求する。 

・自主通学児童生徒(単独、保護者送迎ともに)の安否を可能な限り追及する。 

ＨＲ 

教室 

・窓ガラスの飛散の危険のため、窓から離れること、および落下物等の危険のため、近くにあるの 

で頭を守ることや机の下へ速やかに待避できるよう指示および誘導する。 

・揺れが収束したら、児童生徒教職員の安否を確認し安否確認票に記入、本部に伝える。 

・廊下等の危険物等を確認、排除して、避難経路の確保をし、次の避難行動に備える。 

・心の安定を図る言葉をかけて、児童生徒の様子観察につとめる。 

特別 

教室 

・窓ガラスの飛散の危険のため、窓から離れること、および落下物等の危険のため、近くにあるの 

で頭を守ることや机の下へ速やかに待避できるよう指示および誘導する。 

・揺れが収束したら、児童生徒教職員の安否を確認し安否確認票に記入、本部に伝える。 

・廊下等の危険物等を確認、排除して、避難経路の確保をし、次の避難行動に備える。 

・心の安定を図る言葉をかけて、児童生徒の様子観察につとめる。 

体育館 

・器具類から速やかに離れ、落下物や飛散物のない場所に集合するよう指示および誘導する。 

・揺れが収束したら、児童生徒教職員の安否を確認し安否確認票に記入、本部に伝える。 

・廊下等の危険物等を確認、排除して、避難経路の確保をし、次の避難行動に備える。 

・心の安定を図る言葉をかけて、児童生徒の様子観察につとめる。 

教室以外の 

場所 

・窓ガラスの飛散の危険のため、窓から離れること、および落下物等の危険のため、近くにあるの 

で頭を守ることや机の下へ速やかに待避できるよう指示および誘導する。 

・揺れが収束したら、近くの集団に合流し、安否確認票に情報を載せてもらう。 

 

自宅に近い場合 

中間あたりにいる場合 

学校に近い場合 

連絡するのが難しい場合 

・自宅に引き返す。 

・帰宅後、学校に連絡をする。 

・保護者が留守の場合は、学校からの指示に従う。 

・学校に向かう 

・生徒本人が保護者または学校に連絡を入れる。 

・現在位置によって帰宅か下校か判断する。 

・駅事務所、乗務員、子ども110番の家、コンビニエンスス 

トア等、および近くの公共施設に行って支援を求め、学校に 

連絡してもらう。 

・その後の行動が困難な場合は、教員の応援が来るまでその場

で待つ。 
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校  庭  ・建物、体育施設、器具類から速やかに離れ、中央部に集合するよう指示および誘導する。 

通学バス ・車内の安全を確保するとともに、二次災害を考慮して安全な場所(通学バス避難先等)への避難誘

導につとめる。 

・災害対策本部の指示のもと避難場所に教職員を急行させる。 

 

 

校外学習 

修学旅行 

宿泊学習等 

・施設内活動では、クラスやグループ毎にまとまって行動することを徹底しておく。 

・何かあったときに集合する場所を決めておく。 

・各グループはできるだけ離れないように行動する。 

・携帯電話を所持し、いつでも連絡を取れるようにしておく。 

・建物、地理等に不案内であるため心理的動揺をきたしやすいことを踏まえ、施設や宿舎と連

携しながら、ハンドマイク、放送等により避難方法について指示し、教職員は児童生徒の安

全を確保する。 

・避難後、児童生徒および引率教員の安否確認の連絡を学校に行う。 

 

《企画立案時 チェック項目》 

□企画立案段階で、必ず避難場所を設定確認したか？ 

河川および沿岸地域が行先の場合は、津波に対する避難場所も設定する。事

前打ち合わせにおいて、引率教員全員で必ず確認する。 

□実施要項に避難場所、校外での地震避難対応マニュアルの項目を立てたか？ 

□見学施設、宿泊施設等の最新の見取り図を入手し、避難経路を引率教員間で

周知したか？ 
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２－９ 大規模災害時の基本的対応フロー 囲み項目は、優先度の高い通常業務 

 

時間 実施する業務 担当班 

フェーズ２ 

(発災当日) 

 執務スペースの確保 

 通学バスに関する決定 

 通学路(公共交通機関等)に関する情報収集 

 施設・設備被害状況確認（写真撮影、応急復旧）、教育庁への報告、対策 

 教職員の安否確認、報告 （⇒各部主事へ） 

 不在の児童生徒、訪問生の安否確認、声かけ、報告 （⇒学年主任から各部

主事へ） 

 校外活動及び実習中の生徒、学年・学部の安否確認 

 自家発電の稼動（非常電源の確保）   

 安全な下校ができない残留児童生徒及び教職員の宿泊対策 

 医ケア対象児童生徒の医ケア物品等の準備 

 トイレ対策（簡易トイレ・使用場所の設定） 

 防寒・防暑対策 （支援物資や衣類での調整） 

 食事の手配  

 全児童生徒（訪問生も含む）の保護者への連絡（緊急メールの発信を含む） 

 保護者対応（「引き渡しカード」に基づく引渡し含） 

 学校関係者、行政等への連絡・問合せ対応 

 衛生環境の整備 

 保管している薬、衛生グッズの管理 

 地域ニーズへの対応 

 情報システムの復旧   

 情報収集及び発信  

 教職員のためのスペースの確保 

②副本部長 

②副本部長 

②副本部長 

⑦施設点検 ①本部長 

⑤避難 

各担任 

 

教頭・部主事・進路指導部 

⑤避難 

⑤避難⑫保健・衛生 

⑧救護 

⑤避難 各担任 

⑤避難 各担任 

⑩食糧 

④情報管理 各担任 

⑪受付 

①本部長 

⑫保健・衛生 

⑫保健・衛生 

②副本部長 

④情報管理 

④情報管理 

②副本部長 

時間 実施する業務 担当班 

フェーズ１ 

 (～３時間) 

 

 火災初期対応 初動対応 

 災害対策本部の設置 

  避難誘導  

  校内での不明者の捜索および閉じ込め者の救出  

  児童生徒の安否確認、声かけ、報告  （⇒学年主任から各部主事へ） 

  校内放送や伝令により連絡、情報提供  

  通信手段の確保 

  医療機関への連絡、搬送    

  応急救護 

  設備被害状況確認（応急点検） 

  関係機関からの情報収集 （災害状況等）及び発信 

  市町村、公共機関との連絡・連携 

⑦施設点検 

①本部長 

⑤避難  

⑥巡視・捜索 

学年主任・各担任 

②副本部長 

④情報管理 

①本部長 ⑧救護 

⑧救護 

⑦施設点検 

①本部長 

①本部長 
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 公文書の管理 ②副本部長 

 

時間 実施する業務 担当班 

フェーズ３ 

(翌日 

～3 日後) 

 

 

 通学路、バス通学路の確認及び代替え経路の確保 

 学習環境(教室等)の整備 

 避難所対応の児童生徒の健康管理・心のケア  

 教職員の健康管理・心のケア 

 児童生徒の家庭の被害状況等の把握 

 衛生管理 

 ボランティアの受け入れ（名簿・名札・分担等） 

 警備 

 学校関係団体・他の学校等との協力 

 授業再開に向けての準備（教育庁との連携） 

 備蓄食糧の消費計画作成 

 学校再開めど等を保護者へ通知 

②副本部長 

学年担任 部主事 

⑫保健・衛生   

②副本部長 

学年担任 部主事 

⑫保健・衛生 

⑬避難所支援 

⑥巡視・捜索 

①本部長 

①本部長②副本部長 

⑩食糧 

④情報管理 

 

 

 

時間 実施する業務 担当班 

フェーズ５

（2週間ま

で） 

 被災施設の応急復旧(本格的復旧の前段階)開始 

 教育活動の全面的再開に向けた教育委員会との連携 

 生徒の進路に関する調整 

⑦施設点検 

教務部②副本部長 

進路指導部 学年担任 

 

時間 実施する業務 担当班 

フェーズ６ 

（1か月ま

で） 

 被施設・設備の改修(警備な改修) 

□ 児童生徒及び教職員の精神衛生管理の継続 

□ 学校再開 

⑦施設点検 

担任 自立活動支援部②副本部長 

全教職員 

  ※フェーズ 4 以降は、ローテーションを導入し、引き続き 24 時間任務に対応する。 

  ※避難所業務は、この表には反映していない。 

 

時間 実施する業務   担当班 

フェーズ４ 

( １ 週 間 ま

で) 

 

 

□  学校教育活動の再開に向けた環境整備 

□  学校活動再開(もしくは一部再開) 

 児童生徒及び教職員の精神衛生管理 

 児童生徒の家庭の被害状況等の把握 

 教職員の健康管理、ローテーション管理 

 必要物資の調達、支援物資の受け入れ（都道府県・市区町村） 

 被害箇所の復旧 

 都道府県、市区町村、関係団体などとの情報共有、調整 

 教育庁への外部人材等の派遣要請(臨床心理士等) 

全教職員 

自立活動支援部 

⑫保健衛生②副本部長 

担任 

①本部長 

⑨物品管理・搬出 

⑦施設点検 

①本部長 

①本部長 
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３．学校における優先業務について 

 

 

 

 

 

 

医療関連行為 最優先 

与薬 

診察 

児童生徒の生命・生活の維持に不可欠であり、最優先で実施する。 

・緊急時薬剤の学校保管の他に、各個人通学カバンへの日常服薬している薬の保管対応を家

庭と連携して行う。 

・学校医または近隣医療機関への協力の確保。 

・簡単な処置等できる内容の業務については教職員が対応し、養護教諭の負担を軽減する。 

教育活動 中止 

授業 

 

 

災害発生直後は、児童生徒の安全確保を最優先とし中止する。 

授業の再開は、原則避難所が閉鎖されてからとするが、授業に使用する校内施

設の確保が可能になり次第再開する。 

直接生活介助 最優先 

食事・補水・排泄など日常動

作活動の維持 

児童生徒の生命・生活の維持に不可欠であり、最優先で実施する。 

被災 3日間の短期間に限っては、簡素化して実施できる内容も考慮する。 

・食事、水分補給は通常通り実施する。 

・排泄介助は一人ひとりの状況を見て個別の対応となる。状況に応じては、おむつ着用等の簡

易対応も視野に入れる。 

・アルコール消毒、ウェットティッシュを使用して清潔保持に努める。 

間接生活介助（健康管理等） 最優先 

栄養管理 

健康管理 

相談・助言等 

児童生徒の生命・生活の維持にとって重要であり、最優先で実施する。 

・栄養管理、相談・助言について、児童生徒の状況に応じて対応する。 

・体温測定など平時から対応が必要な児童生徒は継続して実施する。 

間接生活介助（給食等） 最優先 

食事提供 ・アレルギー食が必要な場合は準備する。（家庭との連携） 

・ライフライン停止時は、備蓄食料を提供する。 

・温かい食事を提供するために、カセットコンロ、ボンベを備蓄する。 

・備蓄食を準備する（個人備蓄 1日分＋学校備蓄 2日分) 

間接生活介助（清潔保持） 休止および優先 

学校内清掃 （休止） 

 

廃棄物処理 （優先） 

・トイレ回りを除き被災後 3 日間の短期間では、原則休止する。ただし、嘔吐等で衣類、床が汚

れた場合は個別に対応。 

・原則、通常通り行うが、業者回収が見込めないため保管場所を設定する必要がある。 
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衛生管理に関する業務 最優先 

感染症対策 児童生徒・教職員の生活の維持に重要であり、最優先で実施する。 

・ライフラインの停止により十分な清掃等ができなくなることが予想される。 

・手洗い、うがいの徹底。アルコール消毒による手指の消毒等を行う。 

・各スペースの換気等を徹底する。 

・体調不良者の予備部屋を用意する。 

 

心理的安定に関する業務 最優先 

心のケア 

プライバシーへの配慮 

児童生徒の生活を維持するために重要であり、あらゆる機会を通じて対応す

る。 

・災害時であっても、プライバシーには可能な限り対応する。スペースの確保、段ボール間仕切

りなどの活用。 
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４．災害時対策用備蓄品の保管場所 

2025．３現在 

飲料水・保存食 ＜ギャラリー＞ 

備蓄品名 数量 備考 

飲料水（2ℓ） 450  

飲料水（500ml） 1224  

保存食（白飯） 400  

保存食（ミキサー粥） 150  

保存食（五目ご飯） 150  

保存食（わかめご飯） 200  

ビスコ保存缶 

40缶 1缶 5枚×6パック入り  
360  

保存用ビスケット 

(80食入り 11箱 60食入り 1箱) 
940  

保存用ビスケット 

(100食入り 1０箱) 
1000  

 

＜ギャラリー＞ 

備蓄品名 数量 使用期限 備考 

電池式石油ストーブ（３７L） 4台  単１電池２個必要 

カセットガスファンヒーター １台   

アルミホイル ２個   

サランラップ 1個   

両手鍋 １個   

ゴミ袋（45ℓ） 60枚      ケースにひとまとめ 

ゴム手袋（使い捨て） 100枚   

ポリ手袋（使い捨て） 100枚   

デザート用プラスプーン     

ガスコンロ ２台  ボンベ 1本使用 

ガスボンベ（250ｇ） ３２本   

ウォータータンク 30   

レインポンチョ 120   

下水用水（２L） 270   

蓄電池 ５台  ※応接室 

ラップポン 30袋分  ※校内 

 

ケースに 

ひとまとめ 
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＜防災倉庫：向かって左＞ 

備蓄品名 数量 使用期限 備考 

ランタン ７  単１電池３本必要 

ペンライト １５本   

スコップ １０本  大５本、中５本 

ウォータータンク ５個  ケース内 

アルミシート(暖取る用) ９０   

ブランケット ２００   

軍手 ４８双   

ブルーシート ５枚   

エアーマット ２枚   

テント用幕 ５枚   

アルミシート(敷く用) ３０   

発電機 ２台  

カセットボンベ 2本使用 

2台装着済 

体育大会で使用して点検 

ガスボンベ ４本  ※ギャラリーにもあり 

延長コード ２本  各教室にも有 

机 １   

メガホン大 １  単３電池１０本必要：装着済 

ヘルメット １０個   

バール 5本   

ウェットタオル大 60枚   

ドライタオル小 ８０枚  水で戻せるやつ 

ランタン紺色 ２０個  単３電池 3～6本必要 

 

＜防災倉庫：向かって右＞    

備蓄品名 数量 使用期限 備考 

ブルーシート ２ケース＋α なし  

柄杓 3本   

カイロ ５４２個   

エマージェンシーブランケット 50   

毛布     

トイレセット 3200回分   

エアロマット 4   

パックタオル 150   

スポーツタオル 42   
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５．非常事態 非常食 計画 
 

  メニュー 配布するもの 

１日目 夜 個人非常袋より 水 500ｍｌ 1本 
※空きペットボトル容器は使用するので捨てない 

２日目 朝 個人非常袋より 水 2ℓ 1本(1日分 調整して飲む) 
※前日の５００ｍｌ空きペットボトルに移し替えて飲む 

昼 個人非常袋より   

夜 ごはん 

野菜シチュー 

ごはん or粥 orミキサー粥 1袋 

温めずにおいしい野菜シチュー 1袋 

３日目 朝 ビスコ 

野菜ジュース 

ビスコ or粥 orミキサー粥 1袋 

野菜ジュース 

水 2ℓ 1本(1日分) 

昼 五目ごはん or 

白ごはん or粥 

五目ごはん or白ごはん or粥 orミキサー粥 1袋 

夜 ごはん 

野菜カレー 

白ごはん or粥 orミキサー粥 1袋 

温めずにおいしい野菜カレー 1袋 

４日目 朝 ごはん 白ごはん or粥 orミキサー粥 1袋  

水 2ℓ 1本(1日分)                               

昼 ごはん 白ごはん or粥 orミキサー粥 1袋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供時の注意事項 

※電気、ガスが通っているのであれば、お湯を沸かし、湯煎して温かいものを提供する

ように心がける。 

※湯煎したお湯は、捨てず、別の利用方法を考える（必ずふたをすること！蒸発もった

いない） 

※残っているもの＆人数を加味して、４日目以降の献立を考える。 

（アレルギーや食形態を優先） 
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①引き渡しカードの有無確認 ②「カード無」受付 ③④⑤各学部受付 児童生徒見守り

令和２年度　引渡しフローチャート

カード有

カード無・学園職員

徒歩でお迎え
誘導

保護者など 学園職員

予備のカードに

記入して提出。

各学部受付に連絡して、様

式１（各学部用）に名前が記

載されているか確認する。

職員証を提示し、

引渡す学園生

の名前を伝える。

誘導

⑥学園生乗り場

で引渡し

各学部の保護者待機場所で待機

受付に誘導

（誘導係）

１．引取用名簿ににマーカーし、「引渡し人」「受付日

時」「担当者名」を記入する。その後、カード裏面に「受

付日時」「担当者名」を記入する。

２．様式１（各学部用）と照会して引渡し人欄にマー

カーする。

３．カードを引渡し人に返却する。

引取用名簿にマーカーし、

「引渡し人」「受付日時」

「担当者名」を記入する。

その後、カード裏面に「受
付日時」「担当者名」を記

入する。

学園生のカバンから引渡しカードを回収して②

「カード無」受付に渡す。

学園生のカードを預かる。

カードを提出

学園生に

お迎え連絡 該当の学園生を学園生乗り場へ誘導

該当の児・生を各学部受付へ誘導

児・生に

お迎え連絡

③④⑤各学部受付

で引渡し

2020.7.30版

当日記入のカードを受け取る際、必ず本人確認をする。

【確認方法】

・担当者が顔を知っている。

・カードに記入した名前と、入校証や免許証などの本人確認

できる書類の名前が一致する。

有無

様式１に名前が記載されていない者の場合は、各学部受

付から保護者に電話連絡して確認をとってもらう。確認が

とれるまでその場で待機してもらう。

保護者待機

場所へ誘導

カードを引渡し人に返却する。

適宜対応

徒歩でお迎えでカード有の場合は持参のカードを提出。

徒歩でお迎え

カード裏面に「受付日時」「担当者名」を記入する。

徒歩でお迎え

校舎 (使用教室) 配置図【1階】

降 口

令和２年度　引渡し校内図

　　正　門

小3-1

小4-1

昇

小学部

特別教室

小1-2

洗

濯

室

貯水槽

女

ＷＣ

中学部

特別

教室B

中

2-2

中学部

特別教室

徒 倉庫

28.00 16.00

ＷＣ教具

男　ＷＣ

女　ＷＣ

15.00

倉

庫

小1-1

小2-1

小5-1小6-1

生

用具

倉

庫

ホール横教室

ご

み

置

き

場

シャ

ワー

汚

水

視聴覚教室
143.50

調理教室
107.62

ポン

プ室

10.00

45.00

木工教室
96.25

厨　　房

理

科

準

備

室

機　械　室

72.00

小

教材

室

30.00

自家

発電

20.00

電気室

40.00

木工準備室

16.53
工

芸

準

備

室

処

理

槽

視

聴

覚

準

備

室

光　庭

工芸

教室

107.63

理科

教室

107.63

4.75

ＷＣ ＷＣ
12.00

高1-1

高等部

特別教室

特1-B

36.00

看護師室

保健室
60.00

倉庫器具
9.00

美術

教室
72.70

34.60

技

師

室
園芸

室
73.50

地

域

支

援

室

26

保

護

者

控

室

コロナ

隔離部屋

①

　

図書室

コンピューター

学習室

67.50

検査室

N

運　動　場

通

　

路

ス　ロ　ー　プ

庫倉

ＥＶ

倉

庫

シャワー

男子便所

21.00

コロナ

隔離部屋

②

調

理

員

室

倉

庫

管理室

ＷＣ

プールＢ

プールＡ

機械室
30.00

女子便所

21.00

女子更衣

室21.50

男子更衣

室21.50

貯水槽

感覚の

教室
120.00

女子
107.00

検診室

高2-1

からだの教室

高等部

特別教室

1-A

男子

通　用　門

理科

教室
52.50

理

科

準

備

室

男

ＷＣ

82.5 中3-2

中3-1

中

2-1

中

1-1

高等部

特別教室

特1-C

自転車置き場

自立活動ホール
460.95

140.00

倉庫

39.00

15.45

②「カード無」受付

入

口
①カードの

有無確認

③高等部
受付

④中学部

受付

⑤小学部
受付

カード有

高

高保護者

待機場所

⑥学園生

乗り場

中

中保護者

待機場所

小
出

口小保護者待機場所

2020.7.28版

６．児童生徒の引き渡しについて 

校区内で震度５弱以上の地震が発生した場合は、通学バスの運行が中止となり、保護者の迎えによる下校と

なる。その際の引渡しについて、以下のように進める。 

１．児童生徒引渡し受付を設置（場所：状況に応じ決定する）し、「児童生徒安全確認班」が対応する。 

２．「緊急時児童生徒引渡しカード」（３１，３２ページ資料参照）を使用し、届け出の引き取り人であることを確認

する。 

３．カードに記載されていない代理人が来校された場合は、保護者に連絡をとり確認する。 

   ＊確認が取れない場合は、引き渡すことはできない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討中 
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７．投薬及び個人物品について 

 

１．日常、投薬が必要な児童生徒は、通学カバンに保管する。ただし、保管できる薬は、錠剤・粉薬・カプ

セル錠（常温保存できる物）のみとする。保管の際には、「災害時における与薬依頼書」（３３ページ

参照）を保護者に作成してもらう。緊急時使用薬剤については、従来通り保健室にて保管とする。 

２．投薬の内容や量が変更になった時は、保護者に通学カバンの中に保管している薬剤を差し替えて

もらう。 

３．衣類（下着一式含む）、紙おむつ（必要な場合）、生理用品（必要な場合）等の個人で必要な物は、非

常用持出袋にまとめ各児童生徒のギャラリーに保管する。また、３食分の好みの保存食品と保存

用水（飲料）も合わせて入れていただく。心の安定を図るためのお気に入りのグッズ等も一緒に

入れておくことも可。学期末ごとに持ち帰り、中身の入れ替えを行ってもらう。(３４ページ参照) 

 

 

 

８．避難所開設に伴う学校施設利用計画  ᴖ

 

１．学校施設の使用方法   ※校内敷地使用計画（配置図）・施設使用計画（配置図）を参照 

 【災害時の児童生徒使用場所】 

対象・用途等 避難者使用場所 想定人数等 

滞留する児童生徒 各 HR教室 ２～10 人 

 

 【災害時の避難者使用場所（1次開放スペース）】 

対象・用途等 避難者使用場所 想定人数等 

一般住民 体育館      人 

要配慮者      人 

※1次開放スペースは住民が必要時に自主的に利用できるスペース  

 【災害時の避難者使用場所（２次開放スペース）】 

対象・用途等 避難者使用場所 想定人数等 

傷病者対応           人 

感染疾患者（児童生徒含む）         人  

支援物資等搬入口  高理科室  

支援物資置き場 視聴覚室  

男子更衣室 プール    人 

女子更衣室 プール    人 

感染者患者用トイレ         

一般住民トイレ プール  

検討中 
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※２次開放スペースは状況に応じて教職員と調整の上、使用するスペース 

 【災害時も学校運営などのため避難者が使用できない場所】 

 ・自立活動ホール 

  ・各 HR教室 

 ・職員室・校長室・事務室・応接室・・コンピューター管理室・会議室・保健室・検診室・教職員用更衣室 

 

 

２．学校敷地の使用方法 

 【災害時の敷地利用割り当て一覧（1次開放スペース）】 

用途等 避難者使用場所 備考 

避難者受付 体育館前スペース(２F)                

避難者駐車スペース 運動場                

 

 【災害時の敷地利用割り当て一覧（２次開放スペース）】 

用途等 避難者使用場所 備考 

物資配給車、緊急車両等駐停車

場所 

正門～北側通路 理科室から物資配給搬入。 

物資保管は視聴覚室。 

物資配給場所 視聴覚室前  

ごみ置場 校地北西隅  

炊き出し 運動場東側駐車スペース  

仮設トイレ プール北側スペース  

 【災害時も学校運営などのため避難者が使用できない場所】 

・バス車庫前 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討中 
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９．災害時持ち出し品 

 

 持ち出し品 用 途 

①  部主事名簿 出席・欠席状況の把握・安否確認等 

②  緊急時連絡先 家庭との連絡 

③  教職員緊急時連絡先 教職員の家族との連絡 

④  引き渡しセット 児童生徒の引渡し 

⑤  関係機関連絡先名簿 各機関との連携 

⑥   帰宅セット・非常用持ち出し袋 児童生徒・教職員帰宅用荷物、個人備蓄 

⑦  バスコースファイル  ᴖ 拠点地避難の場合 

⑧  校区内地図（バス運行図）★ 拠点地避難の場合 

⑨  懐中電灯 避難先での対応 

⑩  トランシーバー 避難先での対応 

⑪    乾電池 (予備も含む) 避難先での対応 

⑫  本部リュック 避難先での対策本部づくり 

⑬  学校携帯 緊急時連絡ツール 

⑭  救急セット、嘔吐処理セット、緊急薬 緊急対応のため 

⑮  防災マルチライト 3本 避難先での対応 

⑯  マット類 避難先での対応 

⑰  ビブス 避難先での体制づくり 
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１０．学校教育活動再開に向けての対応について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒・教職員の被害状況の確認 

・児童生徒の安否確認と所在住所の確認 

・教職員の安否確認 

・できるだけ速やかに、家庭訪問、避難所先を訪問し、児童

生徒等の被害状況を確認する。 

・訪問活動の中で学校区域内の被害状況を確認する。 

学校施設・設備等の点検 

・校舎建物の点検と補修 

・ライフライン（水道・電気・ガス等）の復旧状況 

・危険箇所の立ち入り禁止の明示と危険物・危険

薬品等の点検 （特別教室等） 

・仮設校舎の建設要請の有無 

・校舎内外の清掃・消毒 

・災害の程度によって、校舎や施設設備等の使用再開に 

ついて、専門家（応急危険判定士等）の点検を受けて決

定する。 

・ライフラインの状況を点検し、関係機関に協力を依頼する 

・特別教室等の危険薬品・設備等を確認する。 

・校舎内の清掃・消毒を実施する。 

通学方法の確認と通学路の安全点検 

・危険箇所の点検 

・公共交通機関の運行状況の確認 

・スクールバス運行経路の安全確認 

・通学路の安全を確認し、危険箇所について関係機関へ

連絡する。 

・公共交通機関の再開の目途を確認する。 

・通学バス運行経路の安全確認および運行の可否の検討

をする。 

教育環境の整備 

・授業形態の工夫と教職員の配置 

・教材・学用品等の損失状況の確認と発注 

・支援物資の取りまとめ（教育庁との連携） 

・心のケア（スクールカウンセラーとの連携） 

・マスコミ、外部ボランティア団体等の対応 

・当面の授業形態（午前授業、短縮授業等）と学習プログラ 

ムを検討する。 

・教材、学用品の損失状況を確認し、不足教材等の確保に

努める。 

・文部科学省「子どもの学び支援ポータルサイト」等を活用

する。 

・スクールカウンセラー等の派遣を要請し、心のケア対策を

講じる。 

・マスコミ対応等は管理職が窓口となり対応する。 

避難所との共存 

・避難所運営組織と協議 

・立ち入り制限区域の明示 

・学校施設が長期的に避難所として使用されることがある

ため、立ち入り制限区域を明示することや、お互いの生

活のルールを確認する。 

給食業務の再開 

・給食調理室の施設、設備の安全点検 

・大阪府教育庁、食材委託業者との調整 

・学校給食業務が早期に再開できるように、関係機関と連

携を図る。 

（簡易給食の手配、栄養のバランス等） 

災害後の学校再開に向けた対応として、以下の項目が想定される。 
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１１．資料編 
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年 月 日）

年 月 日）

性別

年 月 日

（ ） （ ）

〔 〕 〔 〕

（ ）―（ ）―（ ） （ ）―（ ）―（ ）

（ ） （ ）

〔 〕 〔 〕

（ ）―（ ）―（ ） （ ）―（ ）―（ ）

（

年 月（ ）歳

年 月（ ）歳

年 月（ ）歳

年 月（ ）歳

年 月（ ）歳

続柄

①

②

③

電話の種類電話の種類

①

転入学

年・月

年　・　月

平成

平成

氏名

②

備考

④

生年月日

児童生徒基本調査票 

ふ　り　が　な

児童生徒名

ふ　り　が　な

記入年月日 ： （ 平成

更新年月日 ： （ 平成

入　学

自宅電話番号

月

学　部 入・転入学

年

）種　　（ ）級

（ ）

日

取得年月日

平成 年 月

判定

療育手帳

緊急時連絡先

家族構成

取得年月日

平成 年 月

続柄

日

③

電話の種類 電話の種類

保護者名

現住所
( )―( )―( )

避難所

身体障害者手帳

災害時引取り人

（こどもを迎えに来る方、

保護者以外の方も含む）

引取り人名前 避難先：　　　　　　　　　　　　　　

小学校地区

児童生徒の教育歴　（保育園・幼稚園・就学前施設・小学校・中学校・その他の機関）

判定

障がい名

障がい名

①  災害時等児童生徒引渡しカード （年度初めに作成して所持してもらう） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 教育支援計画様式１の写し(児童生徒引き渡し確認個票) 受付に配備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この欄で確認をとる 

☆避難先は、3 箇所程度想定してもら

う。安否確認で利用できる。 

新入生より、改訂版様式１を使用。 

それ以外の児童生徒については、メモで

付け足す 
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③ 引き取り用生徒名簿(各学部用、学園用) 受付に配備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 薬の保管の仕方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1回分の薬（例：朝に飲む薬）を袋に入れて下さい。 

袋には、名前・飲む時間帯（「朝・昼・夜および食後な

ど」）を書いてください。 

「藤井寺 花子」 

「朝 食後」 

「朝・昼・夜」に服用の薬をそれぞれ小分けにした袋と

「災害時における与薬依頼表」を一緒に大きな袋入れ

て下さい。 

大きな袋には、学部・学年・名前を書いて下さい。 

小学部 1年 2組 

藤井寺 花子 

大きな袋にまとめた物を「通学カバン」に入れて下さい。 
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（　　　　　）学部 名前（ ）

）

平成30年度　　災害時緊急与薬依頼表

保護者名（

下記の通り、〈災害等〉緊急時において学校での与薬を依頼します。
ただし、緊急時における与薬依頼のため、下記与薬時間及び方法が変更される可能性があることも了承します。

薬品名

（　　　　）年

食前・食事中・食後

使用上の注意点
（混ぜてはいけないもの等）

朝

（その他）

　　時

飲ませ方与薬時間

　　時

　　時

食前・食事中・食後

（その他）

　　時

嘔吐予防　

精神不安定時

吸入薬

（その他）

そ
の
他

頭痛時　・　発熱時

　　時

　　時

　　時

　　時

食前・食事中・食後

（その他）

　　時

食前・食事中・食後

（その他）

　　時

食前・食事中・食後

昼

吸
入

　　時

　　時

（その他）

夕

眠
前

座
薬

（その他）

1学期

印

3学期

印

2学期

印

フリガナ

⑤ 災害時における与薬依頼書 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

⑥ 個人で準備するもの(保護者に依頼)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ SOS カード(年度はじめに保護者に通学バス用と 2 部作成依頼) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆これまで任意のスタンスで協力依頼

していたが、来年度からは、必要性を訴

え、期限を決める等で提出を促す。 
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⑧ 通学バス避難先一覧  

 

No. 場所 連絡先 住  所 市町

村 

柏 1 東大阪大学柏原高等学校 072－972-1565 柏原市本郷 5 丁目 993 

柏 2 アカカベ薬局柏原大正店 072－972-0930 柏原市大正 3 丁目 2－31 

柏 3 出光セルフ柏原石川町 SS 072－975-2526 柏原市石川町 18－186 

柏 4 ローソン柏原石川町店 072－977-5538 柏原市石川町 18－186 

藤 5 藤井寺市立第３中学校 072－938-0040 藤井寺市林 1 丁目 2－1 

藤 6 藤井寺市民総合体育館 072-939-1141 藤井寺市大井 1 丁目 2－20 

藤 7 藤井寺市立道明寺小学校 072-939-7135 藤井寺市沢田 3 丁目 6－37 

藤 8 
昭和シェル石油藤井寺インターチェン

ジ SS 
072－938-5508 藤井寺市西古室 2－195－1 

藤 9 ローソン 藤井寺西古室店 072－937-8839 藤井寺市西古室 2 丁目 10－11 

藤 10 セブンイレブン 藤井寺古室 3 丁目店 072－936-7011 藤井寺市古室 3 丁目 17－28 

藤 11 トーヨーふれ愛 バス車庫 072－970-1080 外環状線沿い 大和川近く 

藤 12 藤井寺市役所 072－939-1111 藤井寺市岡 1 丁目 1－1 

羽 13 羽曳野市立誉田中学校 072-955-4765 羽曳野市誉田 6 丁目 5－37 

羽 14 ファミマ 羽曳野誉田店 072-931-2006 羽曳野市誉田 7 丁目 890－2 

羽 15 コスモス 西浦店 072－959-0069 羽曳野市蔵之内 748－1 

羽 16 マクドナルド 外環羽曳野店 072－957-6101 羽曳野市蔵之内 770－1 

羽 17 よってって 羽曳野店 072－950-1147 羽曳野市蔵之内 751－1 

羽 18 スギドラック野々上店 072－978-8137 羽曳野市野々上 3 丁目 15－1 

羽 19 古本市場 羽曳野店 072－931-2025 羽曳野市野々上 3 丁目 51－1 

羽 20 西浦支援学校 072－957－0617 羽曳野市西浦 2 丁目 1797 

羽 21 ファミリーマート羽曳野尺度店 072－959－0788 羽曳野市尺度 122－1 

富 22 ファミマ 富田林小金台店 0721－40－1781 富田林市小金台 1 丁目 4－30 

富 23 富田林市立向陽台小学校 0721－29－1226 富田林市向陽台 5 丁目 1－1 

富 24 富田林市立市民総合体育館 0721－24－2265 富田林市美山台 4－1 

富 25 ニトリ 富田林店 0120－014－210 富田林市宮町 2 丁目 10－39 
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富 26 ローソン 富田林錦織店 0721-40-0003 富田林市錦織 2407－1 

長 27 オークワ 河内長野店 0721－56－6300 河内長野市上原町 895－1 

長 28 南花台公民館 0721－63－1131 河内長野市南花台 8 丁目 4－1 

長 29 モリ工業（株）河内長野工場 0721－54－1121 河合長野市楠町東 1615 

長 30 パチンコ カナヤ 0721－55－6000 河内長野市木戸西町 1 丁目 1－37 

狭 31 
学校法人ホンダ学園 

ホンダテクニカルカレッジ 
072－366-9011 大阪狭山市東茱萸木 2 丁目 1937－1 

狭 32 エバグリーン狭山店 072－368-6666 大阪狭山市東茱萸木 4 丁目 1277－2 

狭 33 スシロー 狭山店 072－360-1510 大阪狭山市半田 5 丁目 1229－1 

狭 34 さくら会病院 072－366-5757 大阪狭山市半田 5 丁目 2610－1 

八 35 八尾高校 072－923-4261 八尾市高町 1－74 

八 36 ローソン 八尾沼店 072－971-0012 八尾市沼 4 丁目 51 

八 37 （株）トーヨーふれ愛バス本社 072－949-8855 八尾市太田新町 3 丁目 184 

松 38 ENEOS 河内松原 SS 072－331－1393 松原市上田 6 丁目 4－5 

松 39 松原市役所 072－334-1550 松原市阿保 1 丁目 1－1 

太 40 上宮太子中高等学校 0721-98-3611 南河内郡太子町太子 1053 

富 41 ローソン富田林喜志新家町店 0721-24-5052 
富田林市岸新家町 1 丁目 4－30※R6.11 

更新 

富 42 すばるホール 0721-25-0222 富田林市桜ケ丘町 2－8※R7.4 更新 
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⑨ 災害用伝言ダイヤルの利用方法 

 

 災害伝言ダイヤルは、被災エリアで使用できるサービスで、電話番号をメールボックスにして、安否確認などの情報を音声に

よって登録・確認できるサービスとして活用することができます。 

 

Ⅰ．エリアの決定 

 震度 6 弱以上の地震発生時等にテレビやラジオ等で NTT が「１７１（災害伝言ダイヤル）」を設置したことや、利用方法・伝達

エリアを都道府県単位で知らされます。 

Ⅱ．利用方法 

 一般電話、公衆電話、携帯や PHS から利用できます。 

 

a．伝言の登録方法  

（学校側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「１・７・１」にダイヤルをする 

 

ガイダンスが流れる 

 

「１」をダイヤルする 

 

学校の電話番号を市外局番からダイヤルする 

「０７２－９７３－１３１３」 

番号の復唱後、「１＃」をダイヤルする 

 

メッセージを 30 秒以内で録音する 

 

【登録するメッセージ例】 

「校内にいる児童生徒、および教職員は全員無事です。」 

「通学バスの運行を中止し、引渡しによる下校を行います。学校へのお迎えをお願いします。」 

「校外学習中の児童生徒の無事が確認されました。」   など 

「９＃」をダイヤルする。 

録音メッセージを確認して、登録完了 

 

録音時間：1 伝言あたり、30 秒以内 

保存期間：録音時から 48 時間 

伝言の蓄積数：1 番号あたり最大 10 件 
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ｂ．伝言の再生方法 （保護者側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガイダンスが流れる 

 

「２」をダイヤルする 

 

学校の電話番号を市外局番からダイヤルする 

「０７２－９７３－１３１３」 

 

メッセージが流れる 

 

複数メッセージを登録している場合、メッセージ終了後に続

いて次のメッセージが流れます。 

 

「１・７・１」にダイヤルをする 
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⑩ 気象庁より発表される地震および津波・津波に関する情報について 

情報の種類 解    説 

緊急地震速報（警報） 

震源に近い観測点でとらえた地震波を解析し、その地震により震度 5 弱以上が推

定される場合、その地域及び震度 4 が推定された地域を強い揺れが到達する前に

お知らせします。なお、地震の震源が近い時は情報が間に合わない場合もありま

す。 

震度速報 

震度 3 以上の大きい揺れを伴う地震の発生を知らせる情報です。震度 3 以上を観

測した地域名とその震度をお知らせします。 

この情報は、防災の初動対応をとるための情報で、地震発生後約 1 分 30 秒で発表

します。テレビ、ラジオ等でも速報されます。 

津波警報・津波注意報 

津波により災害が発生するおそれがある地域に対し、予想される津波の高さに応じ

て「大津波」「津波」の津波警報、または津波注意報を発表します。 

日本近海で発生する津波については、地震発生後約 3 分を目標に発表します。ま

た、規模の大きい地震については、緊急地震速報の技術を用いて地震発生後 2 分

程度で発表します。 

津

波

情

報 

津波到達予想時刻・予想され

る津波の高さに関する情報 

津波警報・津波注意報に引き続き、地震発生後 5 分程度を目標に、各津波予報区

の津波の到達予報時刻（10 分単位（遠地地震については 30 分単位））や予想され

る津波の高さ（5 段階、メートル単位）を発表します。 

※ この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区でもっとも早く津波が到達する時

刻です。場所によっては、この時刻よりも１時間以上遅れて津波が襲ってくることもありま

す。 

各地の満潮時刻・津波到達 

予想時刻に関する情報 

津波警報・津波注意報を発表している津波予報区にある津波観測点の満潮時刻（1

分単位）と津波到達予想時刻（10 分単位、遠地地震については 30 分単位）、地震

の震源要素（発生時刻、緯度・経度、深さ、地震の規模（マグニチュード）、震央地名

を発表します。 

津波観測に関する情報 

津波観測点における津波の観測状況（各津波観測点における第一波の到達時刻、

初動方向および振幅並びに最大の高さとその出現時刻）を適宜とりまとめて発表し

ます。 

津波に関するその他の情報 
津波による被害の心配はないが、若干の海面変動が予想される場合に、津波予報

区とその継続時間を「津波予報」として発表します。 

地

震

情

報 

震源に関する情報 

震源速報が発表された後、津波による被害の心配のないことが速やかに判明した

とき、地震の震源要素（発生時刻、緯度・経度、深さ、地震の規模（マグニチュー

ド）、震央地名、および「津波の心配なし」または「若干の海面変動があるかもしれな

いが、被害の心配なし」を付加して、地震発生から 2～5 分程度で発表します。 

この情報は、大きな揺れ（震度 3 以上）があるが、津波による被害の心配はない時

に、防災機関の防災対応（即時対応）に資するために提供するものです。津波警

報・津波注意報を発表したときには、この情報は発表しません。 

震源・震度に関する情報 

最大震度 3 以上が観測されたときに発表する情報です。 

地震の震源要素（発生時刻、緯度・経度、深さ、地震の規模（マグニチュード）、震央

地名、震度 3 以上が観測された地域名と大きな揺れが観測された市町村名を地震



43 

 

発生から 5～10 分程度で発表します。震度 5 弱以上になった可能性が市町村の震

度データが得られていないとき、その事実を含めて発表します。 

「津波なし」の場合はその旨を付加した津波予報を含めて発表します。 

地

震

情

報 

各地の震度に関する情報 

最大震度 1 以上が観測されたときに発表する情報です。地震の震源要素（発生時

刻、緯度・経度、深さ、地震の規模（マグニチュード）、震央地名、観測点ごとの震度

からなる情報です。 

震度 5 弱以上になった可能性が市町村の震度データが得られていないとき、その

事実を含めて発表します。 

「津波なし」の場合はその旨を付加した津波予報を含めて発表します。 

地震回数に関する情報 地震が多発した場合、震度 1 以上を観測した地震回数を発表します。 

地震の活動状況に関する情報 気象庁が報道発表を行ったとき、その内容を発表します。 

（気象庁ホームページ資料から） 

 

⑪ 津波警報・注意報等の解説 

津波警報・ 

津波注意報 
解  説 

発表され

る 

津波の高

さ 

巨大地震

の場合の

表記 

津波警報 

大津波 

高いところで 3m 程度以上の津波が予想されるときに発表しま

す。 

家屋の倒壊など、人命に関わる被害が発生する恐れがありま

す。 

5m、10m、

10m 超 
巨大 

津波 

高いところで 1m を超え 3m 以下の津波が予想されるときに発表

します。 

漁船の流失や家屋の浸水などの被害が発生する恐れがありま

す。 

3m 高い 

津波注意報 

高いところで 0.2m 以上 1m 以下の津波が予想されるときに発表

します。 

満潮時刻と重なると、湾の奥など津波が高くなりやすい場所で

は、浸水などの被害が発生するおそれがあります。 

1m  

＊大津波警報は、特別警報に位置づけられています。                   （気象庁ホームページ資料から） 
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⑫非常食出納簿－１(出納簿) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫－２(購入計画) 
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ʹʹʹ͖ͥͩ ▄π†

Њ Кὦ Ή ͔ ͔ Л ֻ Њ

ᴛϛγτΣΜΰΜ ∂ϸй˔

(30ᾤ Ϥˣ
7 3834 26838 ẚ

РІЀ6ОАϼ ʹ10ḝ 4 4680 18720 ẚ

∂Ѕв˔Іʹ30 Ϥ 7 4140 28980 ᵓ

͎͡˷6 Ϥ 35 1026 35910 ᵓ

2021 ͎͡˷6 Ϥ 10 1300 13000

2026 500ΉΈ˷24 Ϥ 10 3000 30000

ϩΤϛέψϭ 4 15500 62000

2022 ͎͡˷6 Ϥ 15 1300 19500

2027 500ΉΈ˷24 Ϥ 5 3000 15000

έψϭ(100g)50 4 13000 52000

∂Ѕв˔Іʹ30 Ϥ 7 4200 29400

2023 ͎͡˷6 Ϥ 15 1300 19500

2028 500ΉΈ˷24 Ϥ 5 3000 15000

РІЀ6ОАϼ Ϥ10ḝ 7 4700 32900

ЬϺЂ˔ᶿ(23g)50 3 13000 39000

2024 ͎͡˷6 Ϥ 15 1300 19500

2029 500ΉΈ˷24 Ϥ 10 3000 30000

᾿ έψϭ(100g)50 4 15500 62000

2025 ͎͡˷6 Ϥ 15 1300 19500

2030 500ΉΈ˷24 Ϥ 5 3000 15000

έψϭ(100g)50 4 13000 52000

∂Ѕв˔Іʹ30 Ϥ 7 4200 29400

̞Ṅ σςπ ϞέψϭΥ Ϧωʺ† Ϭ™ᾁ βϥάρ˂

̞ έψϭψʺ χ Ϭ† ΰοΜθιΜοϜΤϘΜϘδϭ˂

(ԁᴂʺ π⌠μοϜΣΜΰΨḇαϦϥϜχρΰοʺϩΤϛέψϭʺ᾿ Ὲ Ϭ ϦοΜϘβˣ

2020

8Ὦ
110448

115900

115900

106400

105000

111500

ᵵ▄
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災害時優先電話⇒０７２－９７３－１３１４ 

 

災害時関係連絡先 

・藤井寺市危機管理室                     電話  ０７２－９３９－１１９０    

・大阪府教育庁教育振興室高等学校課学事ｸﾞﾙｰﾌﾟ   電話  ０６－６９４４－６８８７ 

                              メール kotogakko-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp 

支援教育課企画調整ｸﾞﾙｰﾌﾟ   電話  ０６－６９４１－０６１８ 

            メール kyoikushinko-g05@sbox.pref.osaka.lg.jp 

・大阪府藤井寺保健所  地域保健課            電話  ０７２－９５５－４１４８ 

                         メール fujiiderahoken-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp 

平成 31年 3月 作成 

令和 2年 1月 7日現在改訂版 

令和 2年 2月 10日現在改訂版 

令和 2年 8月 20日現在改訂版 

令和 2年 10月 7日現在改訂版 

令和 4年 5月 30日現在改訂版 

令和 7年５月２日現在改訂版 
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